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「県オリジナル米産地力強化支援事業実施要領（県オリジナル米生産技術力向上事業）」の新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

県オリジナル米産地力強化支援事業実施要領 

（県オリジナル米生産技術力向上事業） 

 

（略） 

 

第１ 目的 ～ 第３ 事業実施主体 

（略） 

 

第４ 事業の実施等の手続き 

 １ 別表の１の取組に係る事業実施主体 

（１）～（５） 

 （略） 

  （６）事業実施主体は 事業完了後、速やかに事業実績報告書（様式第１－１

号）を作成し、事業実施年度の年度末までに市町村長に報告する。併せて、

市町村長は事業実施年度の翌年度の４月末までに所長に報告する。 

（７）事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から目標年度までの間、毎年度、年

度末までに当該年度における事業実施状況報告書（様式第５号）を作成し、市

町村長に提出する。併せて、市町村長は当該年度の翌年度の４月末までに所長

に報告する。 

（８）～（９） 

 （略） 

２ 別表２の取組に係る事業実施主体 

（１）～（４） 

（略） 

県オリジナル米産地力強化支援事業実施要領 

（県オリジナル米生産技術力向上事業） 

 

（略） 

 

第１ 目的 ～ 第３ 事業実施主体 

（略） 

 

第４ 事業の実施等の手続き 

 １ 別表の１の取組に係る事業実施主体 

（１）～（５） 

 （略） 

（６）事業実施主体は、事業完了後 速やかに事業実績報告書（様式第１－１号）

を作成し、実施年事業度の年度末までに市町村長に報告する。併せて、市町村

長は事業実施年度の翌年度の４月末までに所長に報告する。 

（７）事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から目標年度までの間、毎年度、年

度末までに当該年度における事業実施状況報告書（様式第５号）を作成し、

市町村長に提出する。併せて、市町村長は当該年度の翌年度の４月でに所長

に報告する。 

（８）～（９） 

 （略） 

２ 別表２の取組に係る事業実施主体 

（１）～（４） 

（略） 
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（５）事業実施主体は 事業完了後、速やかに事業実績報告書（様式第１－２号）

を作成し、事業実施年度の年度末までに所長に報告する。 

（６） 

 （略） 

第５ 事業の実施期間 ～ 第７ 成果確認検査について 

 （略） 

第８ その他 

１ 交付要綱第１号様式中の「２ 事業の内容（実績）」の別に定める様式について

は、本要領様式第７号のとおりとする。 

２ この要領に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、部長が別

に定める。 

 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日より施行する。 

この要領は、令和５年４月１１日から施行する。 

この要領は、令和６年４月１２日から施行する。 

 

別表  

 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）事業実施主体は、事業完了後 速やかに事業実績報告書（様式第１－２号）

を作成し、年事業実施年度の度末までに所長に報告する。 

（６） 

 （略） 

第５ 事業の実施期間 ～ 第７ 成果確認検査について 

（略） 

第８ その他 

１ 交付要綱第１号様式中の「２ 事業の内容（実績）」の別に定める様式について

は、本要領様式第１－１号及び第１－２号のとおりとする。 

２ この要領に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、部長が別

に定める。 

 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日より施行する。 

この要領は、令和５年４月１１日から施行する。 

この要領は、令和６年 月  日から施行する。 

 

別表  

 （略） 
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様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式 
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様式第２号～ 様式第４号 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第６号 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号～ 様式第４号 

 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第６号 

（略） 

 

 

 

 

 


